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与野本町通りの現状や課題のほか、８月に実施したアンケート
調査の結果※やワークショップでの意見を参考にするとともに、
社会的動向も踏まえ、組織設立の目的について協議を行いまし
た。準備会で話し合ったことは以下のとおりです。

組織設立の目的について

住みやすく
豊かな交流のある通り

誰にとっても
安全・安心な通り

歴史を活かした
訪れたくなる通り

まちづくり計画の取組の方向性
・歴史や魅力の保全・形成
・安心して歩ける環境の形成
・地区外の人々への情報発信

本町通りの現状
・歩行者や自転車にとって危険
・歴史を感じる通り
・賑わいを生むお祭りやイベント

住民の声
・歩行者や自転車の安全性確保
・歴史を活かしたまち並みづくり
・住みやすく、訪れたくなるまち

社会的動向
・「居心地が良く歩きたくなる」

空間づくりの推進

「（仮称）与野本町通り沿道組織」の組織名称について

組織設立にあたり、活動内容等を定める規約（案）について協議を行い、内容が決定しました。
規約（案）について

組織の目的

組織設立にあたり、募集方法や募集チラシの内容について協議を行いました。
会員の募集方法について

以下のような通りを目指してまちづくり活動を行います。

誰でも安心して
歩けるみちづく
りを目指します。

歴史ある蔵造り
住宅等と新しい
建物が調和した
街並みを目指し
ます。

住民同士や地域
外の人とも交流
がある明るい通
りを目指します。

※アンケート調査の結果はさいたま市のホームページから見ることができます。
https://www.city.saitama.jp/001/010/015/006/p086436.html

令和３年11月10日、
まちづくりの目的に
つながる現状の課題
や将来像を共有する
ため、まちづくりに
興味がある沿道住民
による意見交換を実
施しました。

▼ワークショップの様子

組織名称について協議を行いました。協議の結果、組織名称には沿道組織が取り組む内容を明確

に示した方が良いという意見もあり、「与野本町通り街並みづくり会議」に決定しました。

「(仮称)与野本町通り沿道組織」
設立準備会を開催しました！
（第１回：令和３年12月21日、第２回：令和４年1月24日）



- 問合せ先 -
さいたま市都市局まちづくり推進部与野まちづくり事務所
〒338-8686 さいたま市中央区下落合５-７-１０（中央区役所４階）
電話：０４８-８４０-６１５３（直通）ＦＡＸ：０４８-８４０-６１５５
メールアドレス：yono-machidukuri@city.saitama.lg.jp

開催概要

日時 令和４年３月２２日（火）１８時～

会場 さいたま市中央区役所本館３階大会議室

内容 １.組織設立までの経緯の説明
２.規約(案)の確認
３.役員の選出
４.活動計画の確認 など

※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容変更をする
場合があります。詳しくは、市ホームページや問合せ先へ。

「与野本町通り街並みづくり会議」とは
どのような活動をするの？
〇歴史を活かした街並みづくりに向けたルールの検討と作成
〇交流の創出のためのまちづくり活動の検討と実施
〇安全・安心な本町通りの実現に向けた方策を検討し、市へ提案

誰が会員になれるの？
右上図の太枠線で囲まれた活動地区内で①～③のいずれかに該当する方

①本町通り沿道にお住いの方
②本町通り沿道に土地・建物所有者の方
③本町通り沿道にお勤めの方

どのような組織？

▲案内図および活動地区

「与野本町通り街並みづくり会議」設立総会を
令和４年３月２２日(火)※に開催します！

会議や総会に参加するためには？

市では、「与野本町駅周辺地区まちづくりマスタープラン」に基づき、「歴史を伝える本町通り
のまちづくり」の取組みを進めています。本町通りにおいて、沿道で主体的に活動を進め、魅力
的な通りの実現するための組織です。市と協働で、歩行者や自転車の安全性を高めるとともに、
街並みルールづくりを進め、歴史のまちとしての魅力を高めていくことを目的としています。

会議や総会に参加するには、「与野本町通り街並みづくり会議」に入会する必要があります。募
集チラシをもとに、入会申請書に必要事項をご記入後、下記問合せ先に郵送またはＦＡＸで返送
してください。また、Ｅメールで返信も可能です。（募集チラシ及び入会申込書は、市のホーム
ページに掲載しています。） ※さいたま市のトップページhttp://www.city.saitama.jp/index.html から

『与野本町通り』で検索してください。


